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第21期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第21期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し
あげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「エータイ」又は「コー
ド」に当社証券コード「369A」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択
して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使するこ
とができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年11月26日（水曜日）
午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
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１． 日 時 2025年11月27日（木曜日）午前10時
２． 場 所 東京都千代田区神田錦町三丁目22番

テラススクエア3階
TKPガーデンシティPREMIUM神保町「プレミアムボールルーム」
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３． 目的事項
報告事項 第21期（2024年９月１日から2025年８月31日まで）事業報告及び計算書類の

内容報告の件
決議事項
議 案 剰余金処分の件

［インターネットによる議決権行使の場合］
　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、本
招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワ
ード」をご利用の上、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力く
ださい。
　インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「招集にあたっての決定事項（議決権行
使についてのご案内）」をご確認くださいますようお願い申しあげます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］
　議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返
送ください。

敬　具
記
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４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
(1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表

示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効

なものとしてお取り扱いいたします。
(3) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わ

ず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(4) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人として株

主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので
ご了承ください。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その
旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
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(2024年９月１日から2025年８月31日まで)
事　 業　 報　 告

１. 会社の現況
(1) 当事業年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
当事業年度におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善や企業収益の回復、個人消費の
持ち直しの動きがみられるなど、一部に足踏み状態が見られたものの、全体としては緩やかな
回復基調で推移しました。
一方、国際経済に目を向けると、米国ではインフレ抑制に向けた金融政策の動向が引き続き
注目され、中国経済においては内需の弱さが景気の重石となるなど、先行きに対する不透明感
が残る状況が続きました。加えて、地政学的リスクや原材料価格の変動なども、企業活動に影
響を及ぼす要因となりました。
このような環境の中、当社は寺院コンサルティング事業において成長戦略を推進し、通期で
の増収増益を達成しました。
エリア戦略および寺院開発戦略においては、新規寺院の開苑に引き続き注力し、通期では合
計12寺院を新たに開苑、売上高を力強く牽引しました。中でも、これまで未進出であった大
阪府への新規展開を果たし、今後のさらなる成長に向けた重要な一歩を踏み出しました。また
ユーザー獲得戦略においては、好調な広告媒体への年間を通した費用投下に加え折込チラシ等
の集客方法の見直しを進めた結果、永代供養墓の見学者数が増加しました。さらに、営業力の
強化により高い成約率を維持したことで既存開苑寺院の売上高が好調に推移しました。

この結果、当事業年度の売上高は2,929,212千円（前事業年度比23.3%増）、営業利益は
713,250千円（前事業年度比40.9%増）、経常利益は705,777千円（前事業年度比39.1%
増）、当期純利益は457,358千円（前事業年度比53.8%増）となりました。
　なお、当社は永代供養墓募集代行業務及びそれに附帯する関連サービスを提供する寺院コン
サルティング事業の単一セグメントであり、セグメント別の記載をしておりません。
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② 設備投資の状況
　当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は16,871千円で、その主な
ものは、提携寺院に設置する永代供養墓募集代行業務を行う建物等であります。
　なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

③ 資金調達の状況
　当社は、2025年６月26日に東京証券取引所グロース市場に上場し、公募増資によって総額
283,396千円及び新株予約権（ストック・オプション）の行使によって総額4,788千円の資金
調達を行いました。
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区 分 第 18 期
(2022年8月期)

第 19 期
(2023年8月期)

第 20 期
(2024年8月期)

第 21 期
(当事業年度)

(2025年8月期)

売 上 高 (百万円) 1,782 1,928 2,376 2,929

経 常 利 益 (百万円) 412 407 507 705

当 期 純 利 益 (百万円) 276 275 297 457

１株当たり当期純利益 (円) 69.01 68.97 74.34 113.22

総 資 産 (百万円) 2,465 2,657 3,272 3,881

純 資 産 (百万円) 1,963 2,239 2,536 3,162

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 490.82 559.79 634.13 747.35

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

（注） １.１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。
２.１株当たり純資産は、期末発行済株式総数により算出しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況
該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題
　当社を取り巻く環境として、厚生労働省の令和６年(2024年)人口動態統計月報年計(概数）の
概況によれば、国内の年間死亡数予想は2040年まで緩やかに増加していき1,665千人になると
推計されている一方で、国内の年間出生数予想は2040年には718千人にまで減少の傾向を辿る
と推計されています。超高齢社会の進展に伴い少子高齢化や核家族化が進むにつれ、血縁関係の
断絶・希薄化が珍しくなくなったことから、人々が利用する墓地の維持管理及びその費用負担、
親族等による後継ぎが困難となる傾向にあり、また、新たに墓地の利用を希望する場合でも利用
の意思決定が行い難い傾向にあります。
　また、寺院においては近年、墓地の利用者が抱える課題によりいわゆる檀家離れが加速し、墓
地の利用を取りやめる「墓じまい」の増加や一般的な墓地に係る新規利用者数の減少などが発生
し、寺院及び墓地の運営における収入源であるお布施及び墓地の管理料が減少しています。この
ような寺院においては、新たな収益源である永代供養墓の運営を行うための資金を確保できない
場合や、資金が確保できてもその後の継続的な運営に不安を抱く場合など、新たな収益源として
永代供養墓の運営を開始する意思決定が行い難い傾向にあります。
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　このような環境下において当社は、「人と人のこころのつながりをサポートし、社会のこころ
を豊かにする」という企業理念のもと、「ポジティブな超高齢社会を創造する」をビジョンと
し、永代供養墓を中心とした寺院コンサルティング事業を展開しております。超高齢社会の進展
による永代供養墓の潜在的な需要が高まる中、企業価値の最大化と持続的な成長を実現するた
め、以下の課題に優先的に取り組んでまいります。

1. 事業成長とサービス向上に関する課題
●　開苑寺院のさらなる確保: 墓地の利用者が求める、生活圏に近い立地で複数の永代供養墓を　　

提供できるよう、潜在能力のある新規開苑寺院の確保を進めます 。
●　サービス水準の継続的な向上: 独自の事業展開を推進し、永代供養墓の品質やサービス水準

を継続的に向上させることで、競争力の維持を図ります 。
●　新規事業の展開: 時代の変化に伴う寺院・顧客のニーズを先取りし、新たな事業を展開して

いくことが重要な課題と認識しています 。

2. 組織体制と人材に関する課題
●　優秀な人材の確保と組織体制の強化: 今後のさらなる成長のため、継続的な採用活動と教育

体制の整備を進め、組織体制の強化に不可欠な優秀な人材を確保します 。
●　内部管理体制の強化: 事業領域の拡大に合わせ、内部管理体制を強化し、コーポレート・ガ

バナンスの充実と業務効率化を図ります 。

3. コンプライアンスとリスク管理に関する課題
●　コンプライアンス体制の整備: 「墓地、埋葬等に関する法律」をはじめとする法規制を遵守

するため、顧問弁護士等の専門家と連携し、コンプライアンスの徹底を図ります 。

事 業 区 分 事 業 内 容

寺院コンサルティング事業 永代供養墓募集代行業務

(5) 主要な事業内容（2025年８月31日現在）

－ 7 －



本 社 東京都千代田区

(6) 主要な営業所及び工場（2025年8月31日現在）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数 平 均 年 間 給 与
55（78）人 ３名減（11名増） 41.4歳 4.9年 6,797,834円

(7) 使用人の状況（2025年８月31日現在）

（注）１．使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載しており
ます。当社は寺院コンサルティング事業の単一セグメントであり、セグメント別の従業員数を記載し
ておりません。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(8) 主要な借入先の状況（2025年８月31日現在）
該当事項はありません。

(9) その他会社の現況に関する重要な事項
　当社は、2025年6月26日をもって東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。
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(1) 発行可能株式総数 16,000,000株
(2) 発行済株式の総数 4,231,000株
(3) 株主数 2,210名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

株 式 会 社 エ ー ジ ー ア イ 1,200,000　株 28.36％

樺 山 伸 一 1,109,400 26.22

樺 山 玄 基 280,000 6.62

上 田 八 木 短 資 株 式 会 社 176,700 4.18

ＭＳＩＰ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ 146,200 3.46

楽 天 証 券 株 式 会 社 126,600 2.99
ＮＯＭＵＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＰＬＣ　Ａ／Ｃ
Ｊ Ａ Ｐ Ａ Ｎ 　 Ｆ Ｌ Ｏ Ｗ 77,650 1.84

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 36,700 0.87

野 村 證 券 株 式 会 社 36,650 0.87
ＪＰ　ＪＰＭＳＥ　ＬＵＸ　ＲＥ　ＵＢＳ　ＡＧ　ＬＯＮＤＯＮ
Ｂ Ｒ Ａ Ｎ Ｃ Ｈ 　 Ｅ Ｑ 　 Ｃ Ｏ 36,200 0.86

２. 株式の状況（2025年８月31日現在）

(4) 大株主

（注）１．当社は、自己株式を保有しておりません。
２．持株比率は、小数点第３位以下を四捨五入しております。
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(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況
　該当事項はありません。

(6) その他株式に関する重要な項目
　2025年６月26日付の公募増資204,000株及び新株予約権の権利行使27,000株により、発行
済株式の総数は231,000株増加しております。
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第 ２ 回 新 株 予 約 権 第 ３ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2019年７月25日 2020年３月17日

新 株 予 約 権 の 数 9,000個　 5,875個　
新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数

普通株式（注）１ 18,000株
　

普通株式（注）１ 11,750株
　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 364円
（１株当たり 182円）　

新株予約権１個当たり 584円
（１株当たり 292円）　

権 利 行 使 期 間 2021年７月26日から
2029年７月25日まで

2020年９月１日から
2030年８月31日まで

行 使 の 条 件 （注）２、３、４ （注）２、３、４

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 −個
目的となる株式数 −株
保有者数 −名　

新株予約権の数 5,875個
目的となる株式数 11,750株
保有者数 １名　

社 外 取 締 役
新株予約権の数 −個
目的となる株式数 −株
保有者数 −名　

新株予約権の数 −個
目的となる株式数 −株
保有者数 −名　

監 査 役
新株予約権の数 9,000個
目的となる株式数 18,000株
保有者数 １名　

新株予約権の数 −個
目的となる株式数 −株
保有者数 −名　

３. 新株予約権等の状況
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権の状況

（注）１．2021年４月２日付で行った1株を2株とする株式分割により、「新株予約権の目的となる株式の種類
と数」及び「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」は調整されております。

２．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、従業員の地位を有
していなければなりません。ただし、取締役会が正当な理由であると認めた場合は、この限りではあ
りません。

３．当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されている必要があります。
４．上記以外の新株予約権の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を

受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるものとします。
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第 ４ 回 新 株 予 約 権

発 行 決 議 日 2024年４月15日

新 株 予 約 権 の 数 2,500個　
新株予約権の目的となる
株 式 の 種 類 と 数 普通株式 2,500株　

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引換えに払い込みは
要しない

新株予約権の行使に際して
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり 1,316円
（１株当たり 1,316円）　

権 利 行 使 期 間 2026年４月16日から
2034年４月15日まで

行 使 の 条 件 （注）１、２、３

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 −個
目的となる株式数 −株
保有者数 −名　

社 外 取 締 役
新株予約権の数 −個
目的となる株式数 −株
保有者数 −名　

監 査 役
新株予約権の数 2,500個
目的となる株式数 2,500株
保有者数 １名　

（注）１．新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役、従業員
の地位を有していなければなりません。ただし、取締役会が正当な理由であると認めた場
合は、この限りではありません。

２．当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されている必要があります。
３．上記以外の新株予約権の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約

権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるものとします。
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(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

(3)  その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。
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会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 樺 山 玄 基 株式会社エージーアイ　取締役

取 締 役 田 中 佑 治 管理部管掌

取 締 役 蓑 毛 誠 子
（ 現 姓 ： 前 澤 ）

株式会社ミマキエンジニアリング　社外取締役（監査等委員）
株式会社ヒューマンテクノロジーズ　社外監査役

取 締 役 石 川 大 祐
石川公認会計士事務所　所長
株式会社アンドビー　代表取締役
株式会社ヤプリ　社外監査役

常 勤 監 査 役 細 矢 祐 輔

監 査 役 森 英 之
森公認会計士事務所　所長
株式会社カンズ　代表取締役
協同組合経営情報システムズ　理事

監 査 役 髙 橋 壮 介

かなめ総合法律事務所　所長
株式会社JQ　社外取締役
いちご投資顧問株式会社　社外取締役
株式会社リアライズコーポレーション　社外取締役
株式会社リアライズ証券　社外取締役
株式会社EPG　社外監査役

４. 会社役員の状況
(1) 取締役及び監査役の状況（2025年８月31日現在）

（注）１. 取締役蓑毛誠子氏及び取締役石川大祐氏は、社外取締役であります。
２. 監査役森英之氏及び監査役髙橋壮介氏は、社外監査役であります。
３. 取締役蓑毛誠子氏及び監査役髙橋壮介氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する豊富な知

見と経験を有しております。
４. 取締役石川大祐氏及び監査役森英之氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相

当程度の知見を有しております。
5. 2024年11月28日開催の第20期定時株主総会において、樺山玄基氏、田中佑治氏、蓑毛誠子氏及び

石川大祐氏が取締役に、細矢祐輔氏、森英之氏及び髙橋壮介氏が監査役に選任され、それぞれ就任い
たしました。

6. 2024年11月28日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により、村上美行氏が取
締役を退任いたしました。

7. 当社は、取締役蓑毛誠子氏、取締役石川大祐氏及び監査役髙橋壮介氏を東京証券取引所の定めに基づ
く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役蓑毛誠子氏、取締役石川大祐氏、監査役細
矢祐輔氏、監査役森英之氏及び監査役髙橋壮介氏につきましては、会社法第425条第１項に定め
る額としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締
結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び監査役であり、被保険者は
保険料を負担しておりません。当該保険契約の概要は、被保険者がその職務の執行に関し責任を
負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずるおそれのある損害を当該保
険契約によって保険会社が塡補することとしております。
　ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、免責額等の免責事由
が定められています。
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区 分 報酬等の総額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 対 象 と な る

役 員 の 員 数基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取 締 役
（う ち 社 外 取 締 役）

66百万円
（５）

66百万円
（５） ー ー ５名

（３）

監 査 役
（う ち 社 外 監 査 役）

14
（７）

14
（７） ー ー ３

（２）

合 計
（う ち 社 外 役 員）

80
（12）

80
（12） ー ー ８

（５）

対象者 報酬等の種類 上限の額 株主総会決議 株主総会決議時点
の対象者の員数

取締役 金銭報酬
年額200百万円以内（ただし、
使用権兼務取締役の使用人分給
与は含まない）

2019年７月１日開
催の臨時株主総会

５名（うち社外
取締役は３名）

監査役 金銭報酬 年額50百万円以内
2019年11月26日
開催の第15回定時
株主総会

３名（うち社外
監査役２名）

(4) 取締役及び監査役の報酬等
① 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）上表には、2024年11月28日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名（うち社
外取締役１名）を含んでおります。

② 役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

③ 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　当社は、2024年11月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にか
かる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容
について任意の指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決
定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、
指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うもの
であると判断しております。
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イ. 基本方針
株主総会で決議された報酬総額の範囲において、各取締役の個別の役員報酬は「代表取締役

に一任」して決定されております。
ロ. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は

条件の決定に関する方針を含む。）
取締役会は、代表取締役社長樺山玄基氏に対し各取締役の個別の役員報酬の決定を委任して

おります。委任した理由は、各取締役の担当職務、会社業績、貢献度等を総合的に勘案して評
価を行うには、それらを最もよく把握している代表取締役社長が適していると判断したためで
あります。

ハ. 上記のほか報酬等の決定に関する事項
該当事項はありません。

④ 当事業年度に支払った役員退職慰労金
　当事業年度に支払った役員退職慰労金はございません。

⑤ 社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等（当社を除く）から受けた役員報酬等の総額
　該当事項はありません。
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(5) 社外役員に関する事項
① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役蓑毛誠子氏は、株式会社ミマキエンジニアリングの社外取締役（監査等委員）及び株
式会社ヒューマンテクノロジーズの社外監査役であります。株式会社ヒューマンテクノロジ
ーズと当社との間には勤怠管理システムに関する取引関係がありますが、株式会社ヒューマ
ンテクノロジーズと当社との間には特別の関係はありません。

・取締役石川大祐氏は、石川公認会計士事務所所長、株式会社アンドビーの代表取締役及び株
式会社ヤプリの社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役森英之氏は、森公認会計士事務所所長、株式会社カンズの代表取締役及び協同組合経
営情報システムズの理事であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・監査役髙橋壮介氏は、かなめ総合法律事務所所長、株式会社ＪＱの社外取締役、いちご投資
顧問株式会社の社外取締役、株式会社リアライズコーポレーションの社外取締役、株式会社
リアライズ証券の社外取締役及び株式会社EPGの社外監査役であります。当社と兼職先との
間には特別の関係はありません。
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出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 並 び に 社 外 取 締 役 に
期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取締役 蓑 毛 誠 子

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに出席いたしました。
主に弁護士としての専門的見地から、取締役会では当該視点から積極的
に意見を述べており、特に企業法務について専門的な立場から監督、助
言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役
割を果たしております。また、指名報酬委員として、当事業年度に開催
された委員会９回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候
補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しておりま
す。

取締役 石 川 大 祐

2024年11月28日就任以降、当事業年度に開催された取締役会14回の
全てに出席いたしました。
主に公認会計士としての専門的見地から、取締役会では当該視点から積
極的に意見を述べており、特に企業会計について専門的な立場から監
督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適
切な役割を果たしております。また、指名報酬委員として、就任以降に
開催された委員会５回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役
員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っており
ます。

監査役 森 英 之

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに、また、監査役会17回
の全てに出席いたしました。
公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意
思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。ま
た、監査役会において、当社の経理システム並びに内部監査について適
宜、必要な発言を行っております。

監査役 髙 橋 壮 介

当事業年度に開催された取締役会17回の全てに、また、監査役会17回
の全てに出席いたしました。
弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決
定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監
査役会において、当社のコンプライアンス体制等について適宜、必要な
発言を行っております。また、指名報酬委員として、当事業年度に開催
された委員会９回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候
補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しておりま
す。

② 当事業年度における主な活動状況
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報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 17百万円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 19百万円

５. 会計監査人の状況
(1) 名称 和泉監査法人

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容
　当社は、和泉監査法人に対して、コンフォートレター作成業務及びAUP（合意された手続）に
ついての対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場
合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した
監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を
報告いたします。
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６. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
イ. 取締役は、法令、定款、株主総会決議及び「取締役会規程」等に従い、取締役会を毎月１

回以上開催して経営に関する重要事項を審議・決定しております。
ロ. 取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が適切に内部統制システムを構築・運

用し、それに従い職務執行しているかを監督しております。
ハ. 取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行っ

ております。
ニ. 監査役は監査役会で定めた監査方針・計画のもと、取締役会に出席し、各取締役及び使用

人から取締役の職務執行に関する情報を聴収し、職務執行が適法かつ適正に行われている
かどうかの監査を行っております。

ホ. 当社は、反社会的勢力対策規程に基づき、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持
たず、不当・不法な要求に対しては断固として応じないことを基本方針としております。
この基本方針を取締役及び使用人に周知徹底し、事案の発生時には関係行政機関や法律の
専門家と緊密に連絡をとり、組織全体として速やかに対処できる体制を整備しておりま
す。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　取締役の職務の執行に係る情報は、法令及び文書管理規程等の社内規程に基づき、保存及び
管理し、取締役、監査役及び内部監査担当者が随時閲覧できる体制を整備しております。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　損失の危険の管理に関する規程その他の体制に関しては、リスク管理規程に基づき、当社に
おける業務を遂行する上でのリスクを分析、識別及び予見するため、リスク管理委員会を開催
しております。リスク管理委員会は、代表取締役社長が議長を務め、常勤役員及びその他従業
員で構成され、開催頻度は３ヵ月に１回開催し、リスクに迅速に対応する体制を整備しており
ます。
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　また、経営会議等の会議体において重要事項を適時に共有し、リスクへの対応を迅速に行う
体制を構築し、内部監査担当者による内部監査が、リスクを早期に識別し解消を図るための自
浄作用の機能を果たしております。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　組織規程、稟議規程、決裁権限規程、業務分掌規程等により取締役の権限と責任や重要会議
体への報告義務を負う範囲等を明確化し、取締役の職務の執行が効率的に行われるように職務
を分掌しております。重要事項につきましては、毎月、取締役会の前に開催される経営会議に
おいて審議することで、取締役会における迅速かつ適正な意思決定を可能とする体制としてお
ります。

⑤ 当社並びに親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　該当事項はありません。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の
指示の実効性の確保に関する事項

　当社は、現在、監査役の職務を補助すべき使用人は配置しておりませんが、監査役が使用人
を置くことを求めた場合は、必要に応じて監査役と協議のうえで当該使用人を配置できるもの
としております。
　当該使用人の取締役からの独立性に関する事項については、当該使用人の監査役補助業務に
は監査役の指揮命令系統下に入るものとし、取締役及び他の業務執行組織の指揮命令は受けな
いものとしております。
　当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項については、当該使用人は、
監査役からの指名により決定し、当該使用人の人事異動及び考課は監査役の同意を要すること
としております。
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⑦ 監査役への報告に関する体制
イ. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
　当社の取締役及び使用人は、会社に著しい影響を及ぼす事実について、監査役に速やかに
報告しております。また、常勤監査役は毎月開催される経営会議及び取締役会に出席するこ
とにより、取締役及び使用人が重要な事項を報告することができる体制を整備しておりま
す。

ロ. 子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受け
た者が監査役に報告するための体制

　該当事項はありません。

⑧ 上記⑦の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
　当社は、監査役に報告した者に対する不利な取り扱いを禁止しております。また、「公益通
報者保護規程」において、通報又は相談した者に対して、そのことを理由として不利益な取り
扱いを行ってはいけないこと、誰が通報又は相談を行ったかを探索してはいけないことを定め
ております。

⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　当社は、監査役が会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をしたときは、当該請求にか
かる費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに
当該費用又は債務を処理し、法令等の定めに従い適切に処理いたします。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ. 監査役は、代表取締役（必要に応じて、他の取締役）と適宜会合を持ち、意思の疎通及び

意見交換を行う体制を整備しております。
ロ. 監査役は、会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちなが

ら必要に応じて調査及び報告を求める体制を整備しております。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。
① 取締役の職務の執行
　当事業年度において取締役会を17回開催しており、経営上の意思決定を行っております。
取締役は法令、定款、株主総会決議及び取締役会規程やその他の社内規程に従い行動するよう
徹底しております。また、取締役及び従業員の職務権限を明確にし、権限委譲を適切に図り、
取締役の職務の効率性を確保しております。取締役会で決議した中期経営計画に基づき業務運
営を行っております。

② 監査役会の監査
　当事業年度において監査役会を17回開催し、監査役相互による意見交換が行われておりま
す。監査役会は、内部監査及び会計監査人との間で定期的に情報交換を行い、内部統制システ
ムの構築・運用状況の監査を行うことにより、取締役の職務執行について監査を行っておりま
す。
③ 内部監査
　代表取締役が承認し、取締役会に報告した内部監査計画に従って監査を実施しております。
内部監査担当者は、全部門を対象として内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告する
とともに、被監査部門等に要改善事項の指示を行っております。
④ 内部統制システム
　内部統制システムの整備及び運用状況について継続的に評価を実施し、必要に応じて改善を
行い、より適切な内部統制システムの構築・運用に努めております。

７. 会社の支配に関する基本方針
現時点において特段の定めはありません。

８．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しており、将来の事業展開と

経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、事業成長と戦略的投資のバランスを見極め
ながら、安定した配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。また、配当政策に
ついては、配当性向40％程度を目安としております。
当該方針に基づき、当事業年度は2025年８月期の業績並びに昨今の市場動向を踏まえ、2025年

８月期の期末配当につきましては、１株当たり46円00銭とさせていただきました。
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科 目 金 額 科 目 金 額
（資産の部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

貯 蔵 品

前 払 費 用

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定

リ ー ス 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金　

2,116,015

2,054,560

2,953

13,692

34,207

10,602

1,764,995

30,578

16,336

963

9,407

3,871

7,283

4,794

550

1,939

1,727,133

1,438,652

139,912

178,836

△30,268　

（負債の部）
流 動 負 債 588,364
買 掛 金 82,613
リ ー ス 債 務 1,979
未 払 金 176,917
未 払 費 用 26,609
未 払 法 人 税 等 103,479
未 払 消 費 税 等 16,972
前 受 金 11,783
賞 与 引 当 金 142,917
移 設 支 援 費 用 引 当 金 20,250
そ の 他 4,840

固 定 負 債 130,594
リ ー ス 債 務 4,422
長 期 前 受 収 益 9,058
長 期 預 り 金 104,606
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 12,506

負 債 合 計 718,958
（純資産の部）

株 主 資 本 3,162,052
資 本 金 164,092
資 本 剰 余 金 144,092
資 本 準 備 金 144,092

利 益 剰 余 金 2,853,867
利 益 準 備 金 5,000
そ の 他 利 益 準 備 金 2,848,867
繰 越 利 益 剰 余 金 2,848,867

純 資 産 合 計 3,162,052
資 産 合 計 3,881,011 負 債 純 資 産 合 計 3,881,011

貸　借　対　照　表
（2025年８月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2024年９月 1 日から
2025年８月31日まで)

科 目 金 額
売 上 高 2,929,212
売 上 原 価 934,272
売 上 総 利 益 1,994,939
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,281,688
営 業 利 益 713,250
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,931

補 助 金 収 入 4

そ の 他 654 3,589
営 業 外 費 用

支 払 利 息 10
社 債 利 息 68
株 式 交 付 費 6,199
上 場 関 連 費 用 4,750
雑 損 失 35 11,063

経 常 利 益 705,777
特 別 損 失

減 損 損 失 61,789 61,789
税 引 前 当 期 純 利 益 643,987
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 196,556
法 人 税 等 調 整 額 △9,927 186,628
当 期 純 利 益 457,358

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2024年９月 1 日から
2025年８月31日まで)

株主資本

純資産合計資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合 計資本準備金 資本剰余金

合 計
利 益
準備金

そ の 他
利益剰余金
合 計

利益剰余金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 20,000 ー ー ー 2,516,508 2,516,508 2,536,508 2,536,508

当 期 変 動 額

新株の発行 144,092 144,092 144,092 288,185 288,185

剰 余 金 の
配当 △120,000 △120,000 △120,000 △120,000

利益準備金
の積立 5,000 △5,000 ー ー ー

当期純利益 457,358 457,358 457,358 457,358

当 期 変 動 額
合 計 144,092 144,092 144,092 5,000 332,358 337,358 625,544 625,544

当 期 末 残 高 164,092 144,092 144,092 5,000 2,848,867 2,853,867 3,162,052 3,162,052

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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建物 ２年～24年
機械装置及び運搬具 ９年
工具、器具及び備品 ４年～ ８年

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法
① 棚卸資産

・貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

・建物 定額法
・機械装置及び運搬具 定率法
・工具、器具及び備品 定率法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

② 無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
・その他の無形固定資産 定額法によっております。

③ リース資産
・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており
ます。

(3) 長期前払費用
主として永代供養墓の建立費用であり、効果の及ぶ期間を見積り定額法（５年）を採用しております。
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(4) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事業年度分を計上して
おります。

③ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期
末要支給額を計上しております。なお、2021年２月16日の取締役会決
議をもって役員退職慰労金の積立てを停止しており、当事業年度末の役
員退職慰労引当金残高は、役員退職慰労金の積立てを行っていた期間中
から在任している役員に対する支給見込額であります。

④ 移設支援費用引当金 提携していた寺院の墓地の移設に関する支援費用の支出に備えるため、
支出の見込額を計上しております。

(5) 収益及び費用の計上基準
　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
　寺院コンサルティング事業は、寺院の委託により、永代供養墓の募集代行、販売代理代金回収業務及び墓
地使用許可書の発行に関するサービスの提供が履行義務であり、使用許可書の発行が完了した一時点におい
て、代理人取引として純額で収益を認識しております。

(6) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
該当事項はありません。

２. 会計方針の変更に関する注記
該当事項はありません。

３. 表示方法の変更に関する注記
該当事項はありません。
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寺院等に係る長期前払費用等 1,453,911千円

当事業年度に計上した減損損失 61,789千円

有形固定資産の減価償却累計額 61,127千円

４. 会計上の見積りに関する注記
１．寺院等に係る長期前払費用等の減損損失

(1）当事業年度の計算書類に計上した金額

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 算出方法

　当社は、管理会計上の単位である提携寺院を資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フローを

生み出す最小単位でグルーピングをしております。また、本社等の事務所については、独立したキャッシ

ュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。

　減損の兆候がある資産または資産グループについて、当該資産または資産グループから得られる割引前

将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失として計上することとしております。ただし、将来の収入の不確実性が高い資産グルー

プに係る資産の帳簿価額の回収可能性については、使用価値を零とし、帳簿価額を減損損失として特別損

失に計上することとしております。

② 主要な仮定

　資産または資産グループごとの将来キャッシュ・フローを見積もるにあたっての主要な仮定は、将来の

永代供養墓利用者の成約額や広告宣伝費、人件費等の予測であります。将来の永代供養墓利用者の成約額

や広告宣伝費、人件費については、過去実績などをもとに見積っております。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響

　上記の主要な仮定は、事業戦略の変更や経済的な外部環境の変化等の影響を受ける可能性があり、将来

キャッシュ・フローの見直しが必要となった場合、翌事業年度の計算書類において減損損失が発生する可

能性があります。

５. 貸借対照表に関する注記
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場所 用途 種類 減損損失（千円）

福岡県 事業用資産
建物
工具、器具及び備品
長期前払費用

31,644

佐賀県 事業用資産
建物
工具、器具及び備品
長期前払費用

30,144

６. 損益計算書に関する注記
※１　減損損失

当事業年度においては、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

　当社は、管理会計上の単位である提携寺院を資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フローを生み

出す最小単位でグルーピングをしております。また、本社等の事務所については、独立したキャッシュ・フロ

ーを生み出さないことから共用資産としております。

　減損の兆候がある資産または資産グループについて、当該資産または資産グループから得られる割引前将来

キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失として計上することとしております。ただし、将来の収入の不確実性が高い資産グループに係る資産

の帳簿価額の回収可能性については、使用価値を零とし、帳簿価額を減損損失として特別損失に計上しており

ます。

　当事業年度において営業活動から生じる利益が継続してマイナスとなっている、あるいは継続してマイナス

となる見込みの資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額61,789千円を減

損損失として特別損失に計上いたしました。その内訳は、建物379千円、工具、器具及び備品281千円及び長

期前払費用61,129千円であります。

　なお、当該資産の回収可能価額は使用価値を使用しておりますが、将来のキャッシュ・フローの見積額がマ

イナスであるため、帳簿価額全額を減損損失としており、割引計算は行っておりません。
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普通株式 4,231,000株

該当事項はありません。

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2024年11月28日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 120 30.00 2024年８月31日 2024年11月29日

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2025年11月27日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 194 46.00 2025年８月31日 2025年11月28日

普通株式 63,250株

７. 株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

(3) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

(4) 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。)の目的とな
る株式の種類及び数
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貸借対照表計上額(＊) 時　　　  価(＊) 差 額

① リ ー ス 債 務 6,401　千円 6,248　千円 △153　千円

８. 金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社は必要な資金を主に自己資金により賄っております。また、資金運用については安全性の高い金融資
産に限定しており、投機的な取引は行わない方針です。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）に晒されております
が、個々の金額は少額であり、また、回収期間が短期間であることからリスクは限定的です。
　営業債務である買掛金、未払金並びに未払法人税等、未払消費税等は、そのほとんどが１年以内に決済ま
たは納付期限が到来するものであります。これらは流動性リスク（支払期日に支払いを実現できなくなるリ
スク）に晒されておりますが、当社は資金繰り予測を作成する等の方法により管理しております。
　営業債務である長期預り金は、顧客が「終活」の一環として没後の葬儀に備えて生前において準備し当社
に預け入れた葬儀に関する費用の額であり、流動性リスク（支払期日に支払いを実現できなくなるリスク）
に晒されております。
　ファイナンス・リース取引に係る債務は、主として設備投資に係る資金調達を目的としたものでありま
す。リース債務の返済期間は最長で５年となっております。

(３) 金融商品の時価等に関する事項
　2025年８月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

（＊）１．現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることか
ら、記載を省略しております。

２．売掛金、買掛金、未払金、未払法人税等及び未払消費税等については、短期間で決済されるため時価
が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

３．長期預り金（貸借対照表計上額104,606千円）については、葬儀の実施時期を合理的に見積もるこ
とが困難であるため、上記の表に含めておりません。

４．一年内返済予定のリース債務を含めて表示しております。
５．金融商品の時価の算定方法

リース債務の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割
り引いて算定する方法によっております。

(4) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ
ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時
価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
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区 分
時 価

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

リ ー ス 債 務 －　千円 6,248　千円 －　千円 6,248　千円

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算
定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
① 時価をもって貸借対照表計上額としない金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
リース債務
元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定しており、レベル２の
時価に分類しております。
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繰延税金資産
未払事業税 2,217千円
減損損失 29,513千円
減価償却超過額 33,087千円
役員退職慰労引当金 3,942千円
賞与引当金 43,761千円
移設支援費用引当金 6,200千円
前受収益 2,855千円
貸倒引当金 9,540千円
その他 8,794千円

繰延税金資産合計 139,912千円
繰延税金資産の純額 139,912千円

９.  賃貸等不動産に関する注記
 該当事項はありません。

10. 税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（注）法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立したこと

に伴い、2026年４月１日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりま
した。これに伴い、2026年9月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資
産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.62％から31.52％に変更し計算しております。

なお、この税率による影響は軽微であります。

11. リースにより使用する固定資産に関する注記
　該当事項はありません。
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項目 当事業年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 12,437　千円

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 2,953　千円

契約負債（期首残高） 16,685　千円

契約負債（期末残高） 20,841　千円

12. 関連当事者との取引に関する注記
該当事項はありません。

13. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社は、寺院コンサルティング事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね
単一であることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、注記の記載を省略しております。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
　収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「(５)収益
及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
①契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の期首残高及び期末残高

　顧客との契約から生じた債権は、貸借対照表において「売掛金」と表示しております。
　契約負債は、顧客及び寺院からの前受金であり、貸借対照表において前受金及び前受収益に計上して
おります。当事業年度に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、7,627
千円であります。
　過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から当事業年度に認識した収益（主に取引価格
の変動）の額はありません。

②残存履行義務に配分した取引価格
　個別の予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の簡便法を適用し、残存履行義務に関
する情報の記載を省略しております。
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(1) １株当たりの純資産額 747円35銭
(2) １株当たりの当期純利益 113円22銭

14. １株当たり情報に関する注記

15. 重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

16. その他の注記
該当事項はありません。
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代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 加 藤 雅 之
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 石 田 真 也
業務執行社員 公認会計士 大 橋 徹 也

独立監査人の監査報告書
2025年10月21日

株式会社エータイ
取締役会　御中

和泉監査法人
　東京都新宿区

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社エータイの2024年９月１日から2025年８月

31日までの第21期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並
びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における
職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ

とにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務
の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ
うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経
営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必
要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明するこ
とにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思
決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。

・  計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか
結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記
事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等
に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
うかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場
合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行
う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2024年９月１日から2025年８月31日までの第21期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結

果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担
等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監
査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所における業務及び財産の状況を調査いたしました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社
法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容
及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び
使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明
を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確
保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質
管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて
説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明
細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及
びその附属明細書について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２. 監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

② 　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③ 　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人和泉監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常勤監査役 細 矢 祐 輔 ㊞
社外監査役 森 　 英 之 ㊞
社外監査役 髙 橋 壮 介 ㊞

2025年10月21日
株 式 会 社 エ ー タ イ 　 監 査 役 会

　
以　上
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繰越利益剰余金 194,626,000円

株主総会参考書類

議案 剰余金処分の件
　当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本とし
ながら、今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり第21期の期末配当及びその他の剰余金の処分
をいたしたいと存じます。
１. 期末配当に関する事項
① 配当財産の種類

金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金46.00円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は194,626,000円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年11月28日といたしたいと存じます。

２. その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目とその額

以上
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会場：東京都千代田区神田錦町三丁目22番
テラススクエア　３階
TKPガーデンシティPREMIUM神保町
「プレミアムボールルーム」
TEL 03－6801－8461

交通 都営三田線・都営新宿線・
東京メトロ半蔵門線神保町駅 Ａ９出口より 徒歩約２分
東京メトロ東西線竹橋駅 ３ｂ出口より 徒歩約５分

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

TKPガーデンシティ PREMIUM神保町
（テラススクエア　３階）

神保町駅

竹橋駅

A9

東京パークタワー 神保町三井
ビルディング

東京メトロ半蔵門線
都営三田線

東京メトロ東西線

首都高速都心環状線

都営新宿線

内堀通り

共立女子学園

皇居東御苑

千
代
田
通
り

一ツ橋

KKRホテル東京

東京消防庁

3b

学士会館 神田税務署

役員・運営スタッフはマスクを着用させていただく場合がございます。
予めご了承ください。


